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本報告書の調査は、東日本旅客鉄道株式会社五能線板柳駅～鶴泊駅間列

車脱線事故他９件の鉄道事故に関し、航空・鉄道事故調査委員会設置法に
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鉄道事故調査報告書 
 

 

鉄道事業者名：京王電鉄株式会社 

事 故 種 類：列車脱線事故（踏切障害に伴うもの） 

発 生 日 時：平成１８年４月５日 ２１時３２分ごろ 

発 生 場 所：東京都世田谷区 

京王線代田橋
だ い た ば し

駅～明大前
めいだいまえ

駅間（複線） 

代田橋６号踏切道（第１種踏切道） 

新宿駅起点４ｋ８０２ｍ付近 

 

 

平成１８年 ７ 月２０日 

航空・鉄道事故調査委員会（鉄道部会）議決 

委 員 長  佐 藤 淳 造 

委   員  楠 木 行 雄 

委   員  佐 藤 泰 生（部会長） 

委   員  中 川 聡 子 

委   員  宮 本 昌 幸 

委   員  山 口 浩 一 

 

 

１ 鉄道事故調査の経過 
 

１.１ 鉄道事故の概要 

 京王電鉄株式会社の京王線新宿駅発京王八王子駅行き８両編成の下り普通第５０８７

列車は、平成１８年４月５日（水）、代田橋駅を定刻（２１時３１分）に出発した。 

 列車の運転士は、速度約７０km/h で惰行運転中、代田橋６号踏切道の踏切動作反応

灯の点灯を確認した後、同踏切の約４０ｍ手前で踏切内に車体の半分程度進入してい

る小型乗用自動車を認めたため気笛を吹鳴するとともに非常ブレーキを使用したが間

に合わず、列車は小型乗用自動車に衝突し同踏切から約１５５ｍ行き過ぎて停止した。 

 列車は、１両目（車両は前から数え、前後左右は進行方向を基準とする。）の後台車

第２軸が右へ脱線した。 

 列車には、乗客約８００名、運転士及び車掌が乗車していたが、このうち乗客１２

名が負傷した。小型乗用自動車には、運転者１名のみが乗車していたが、運転者は死
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亡した。 

 列車は、床下機器及び車体側面等が損傷した。小型乗用自動車は大破したが火災の

発生はなかった。 

 

１.２ 鉄道事故調査の概要 

 航空・鉄道事故調査委員会は、平成１８年４月５日、本事故の調査を担当する主管

調査官ほか１名の鉄道事故調査官を指名した。 

 関東運輸局は、本事故調査の支援のため、職員を現場に派遣した。 

 平成１８年４月６日に現場調査及び口述聴取を実施した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 認定した事実 
 

２.１ 運行の経過 

 事故に至るまでの経過は、京王電鉄株式会社（以下「同社」という。）の下り普通第

５０８７列車（以下「本件列車」という。）の運転士（以下「本件運転士」という。）

及び車掌、本事故発生直前に代田橋６号踏切（以下「本件踏切」という。）を通過した

上り普通第５１４４列車（以下「上り列車」という。）の運転士（以下「上り運転士」

という。）並びに本事故を目撃した目撃者２名の口述によれば、概略次のとおりであっ

た。 

(1) 本件運転士 

代田橋駅を定刻（２１時３１分）に出発し、その際に本件踏切の踏切動作反

応灯が点灯していること及び特殊信号発光機が停止信号を現示していないこ

とを確認し走行した。その後、本件踏切の約８０ｍ手前においても踏切動作反

応灯が点灯していること及び特殊信号発光機が停止信号を現示していないこ

とを確認した後、速度約７０km/h で惰行運転中に本件踏切の左から車体が半分

程度進入している小型乗用自動車（以下「乗用車」という。）を約４０ｍ手前

で発見し、直ちに気笛を吹鳴し非常ブレーキを使用したが間に合わず、本件列

車は乗用車に衝突して停止した。 

    衝突後直ちに防護無線のスイッチを押して、車掌に乗用車と衝突したことを

運転指令へ連絡するよう要請し、本件列車から降車して信号炎管1による列車防

護の措置を行った。 

                                                                              
１ 「信号炎管」とは、赤色火炎により列車または車両を緊急に停止させるために使用される用具をいう。 
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    また、列車防護の措置を完了した後、本件列車の状況を確認したところ１両

目の後台車の第２軸が右側へ脱線していた。 

    なお、本件列車の乗務開始から事故に至るまでの間、車両に異常は感じなか

った。 

(2) 車掌 

    代田橋駅を定刻で出発し、走行中、通常はブレーキの掛からないところでブ

レーキが掛かったので、反射的に、非常ブレーキが作動したときに点灯するラ

ンプを見た。本件列車が停止するまでこのランプは点灯していた。 

    本件列車が停止すると、乗用車と衝突した旨の連絡を本件運転士から受け、

直ちに運転指令へ事故発生の報告をするとともに乗客に事故発生の放送をし

た。 

    その後、乗客を本件列車から降車させた。また、乗客は駆けつけた同社の社

員により明大前駅に誘導された。 

(3) 上り運転士 

明大前駅を定刻（２１時３１分）に出発し、速度約７０km/h で惰行運転中に

本件踏切の約２００ｍ手前で本件踏切の踏切動作反応灯が点灯していること

及び特殊信号発光機が停止信号を現示していないことを確認して、事故発生前

に通過したがこのとき本件踏切内に障害物はなかった。 

(4) 乗用車の後続車（以下「後続車」という。）の運転者 

乗用車は井の頭通りを本件踏切に向かって走行していた。後続車は、速度が

約３０～４０km/h で、乗用車との車間距離が約１０ｍであった。 

後続車は、本件踏切手前の右カーブで、速度を落として走行したため乗用車

との車間距離が開いた。 

乗用車が踏切に入って行くところは見なかったが、屋根に遮断かん
・ ・

を載せた

乗用車が本件踏切内に停止しているのを本件踏切の４０～５０ｍぐらい手前

のところで見た。その直後に本件列車と乗用車が衝突した。 

なお、本件列車の直前に本件踏切を通過した上り列車は、見ていない。 

(5) オートバイの運転者 

オートバイに乗って、井の頭通りを本件踏切に向かって、速度は約２０～

３０km/h で走行していた。本件踏切手前の右カーブ入口付近（本件踏切の約

８０ｍ手前）で、踏切警報機のせん光灯が明滅している本件踏切の手前を走行

している乗用車が見えた。 

カーブの出口付近で速度を落とした後続車を追い抜こうと左に寄ったことか

ら、乗用車は後続車の陰に入り見えなくなったので、乗用車が本件踏切に入っ

て行くところは見ていない。その後、本件踏切の４０～５０ｍぐらい手前で遮
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断かん
・ ・

の降下していた本件踏切内に入って停止している乗用車が見え、その直

後に本件列車と乗用車とが衝突した。 

なお、本件列車の直前に本件踏切を通過した上り列車は、見ていない。 

 なお、本事故の発生時刻は、２１時３２分ごろであった。 

（付図１、２、３、４及び写真１、２、３、４、５、６参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷 

 本件列車   乗客   負傷者１２名（重傷３名、軽傷９名） 

 乗用車    運転者  死亡 

 

２.３ 物件の損傷に関する情報 

(1) 本件踏切に設置されていた障害物検知装置の発光器及び受光器が倒壊し、

ＰＣまくら木、締結装置、電柱等が損傷した。 

(2) 本件列車の床下機器及び車体側面等が損傷した。 

(3) 乗用車が大破した。 

（付図３及び写真３、４、５、６参照） 

 

２.４ 乗務員等に関する情報 

 本件運転士       女性 ２３歳 

  甲種電気車運転免許                平成１７年 ３ 月３１日 

 車掌          男性 ３６歳 

 乗用車運転者      女性 ２１歳 

  普通自動車免許                  平成１４年１２月２４日 

 

２.５ 車両の概要  

車  種    直流電車（ＤＣ１,５００Ｖ） 

 編成両数    ８両（１両２０ｍ、編成全長１６０ｍ） 

 編成定員    １,３２０名（座席定員４４８名） 

 記号番号 

 

 

 

 

２.６ 本件踏切に関する情報 

(1) 本件踏切は、新宿駅起点４ｋ８０２ｍ（以下「新宿駅起点」は省略。）の位置

７７１４ ７７６４ ７２６４ ７２１４ ７５６４ ７１１４ ７０６４ ７０１４ 

進行方向 →   ：脱線軸 
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にあり、接続する道路は井の頭通りである。井の頭通りは、本件踏切の手

前約６０ｍから約８０ｍまでが、本件踏切に向かって右カーブとなっており、

本件踏切の約６０ｍ手前から本件踏切までは直線で線路との交角は４５°であ

る。 

(2) 踏切種別は第１種踏切道（踏切遮断機及び踏切警報機が設置されている踏切

道）である。本件踏切の踏切警報機には通常のせん光灯に加え、オーバーハン

グ型のせん光灯も設置されている。 

本件踏切には、接近する列車の方向を踏切通行者に示す列車進行方向指示器、

踏切支障報知装置（押しボタン）、踏切内の障害物を検知して特殊信号発光機

に停止信号を現示させる障害物検知装置、踏切遮断機の遮断かん
・ ・

の降下完了を

示す踏切動作反応灯が設置されている。 

(3) 本件踏切の踏切警報機、踏切遮断機、踏切動作反応灯、踏切支障報知装置及

び障害物検知装置は、直近の検査が３月２０日に実施されており検査結果の記

録に異常は認められなかった。 

(4) 本件踏切の踏切監視装置に、上り列車が本件踏切に接近したときに本件踏切

の踏切警報機が鳴動し、その後、本事故発生まで踏切警報機の鳴動及び遮断かん
・ ・

の降下した状態が継続していたと見られる記録が残されていた。 

（付図３、４及び写真１、２参照） 

 

２.７ 気象に関する情報 

 当時の事故現場付近の天気 曇り 

 

２.８ 事故現場に関する情報 

(1) 本件列車は、１両目の先頭が４ｋ９５７ｍ付近に停止し、１両目の後台車第

２軸が約１０㎝右へ脱線していた。 

(2) 本件列車と衝突した乗用車は、衝突後、本件列車と電柱との間に挟まれ大破

していた。 

(3) ４ｋ８１２ｍから４ｋ９３９ｍまでの約１２７ｍの間のＰＣまくら木等に本

件列車の車輪フランジによると見られる痕跡があった。 

(4) 事故後に本件踏切の踏切警報機及び踏切遮断機を確認したところ、これらに

異常は認められなかった。 

（付図１、２、３及び写真１、２、５、６参照） 

 

 

３ 事実を認定した理由 
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３.１ ２.１の口述及び２.６(3)、(4)の記述から、本件踏切の踏切警報機及び踏切遮

断機は、正常に作動し、本事故発生直前に本件踏切を通過した上り列車の接近から本

事故発生まで踏切警報機の鳴動及び遮断かん
・ ・

の降下した状態が継続していたものと推

定される。 

 

３.２ ２.１(5)の口述、２.６及び３.１から、本件踏切の踏切警報機が鳴動し、遮断

かん
・ ・

が降下しているにもかかわらず、乗用車が上り列車の通過後本件列車の通過直前

に本件踏切に進入したものと推定される。 

 

３.３ ３.２の記述及び２.８に記述したＰＣまくら木の痕跡から、本件踏切に左側か

ら進入してきた乗用車と本件列車が衝突した衝撃により、１両目の後台車第２軸が右

へ脱線したものと推定される。 

 

 

４ 原 因 
 

 本事故は、本件踏切の踏切警報機が鳴動し遮断かん
・ ・

が降下していたにもかかわらず、

乗用車が本件列車の通過直前に本件踏切に進入したため、本件列車がこれと衝突して

脱線したことによるものと推定される。 



京王線　新宿駅～京王八王子駅間　３７.９km（複線）
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500m 5000 1000 1500

国土地理院　２万５千分の１　地形図使用

N

付図２　事故現場付近の地形図
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付図３　事故現場略図

明大前駅　方 代田橋駅　方

　
　

　
　

　

 踏切種別 　  第１種  接続する道路  都道（井の頭通り）
 踏切幅員 　  １１．０ｍ  道路幅員  １１．４ｍ
 踏切長 　  １１．３ｍ  踏切舗装  連接軌道
 線路と道路との交角  ４５°  道路舗装  アスファルト
 交通規制  なし  踏切照明  あり
 列車通過本数  ７０４本／日  踏切支障報知装置（押しボタン）  あり（両側）
 自動車交通量※  ８，４６７台／日  障害物検知装置  あり
 事故履歴  ０件（事故前日までの１０年間）

※（平成１６年１０月の踏切道実態調査による。）

本件踏切（代田橋６号踏切道）の概要

本件列車停止位置
４ｋ９５７ｍ

本件踏切道
４ｋ８０２ｍ

乗用車列車進行方向

車輪フランジによると見られるまくら木等の損傷箇所
約１27ｍ

衝突後の列車の走行距離約１５５ｍ

上り線

下り線

踏切遮断機

倒壊した障害物検知装置の発光器及び受光器

４ｋ８1２ｍ４ｋ９３９ｍ

約２０ｍ

脱線車両
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付図４　本件踏切と道路等の位置関係略図

建物

建物

井の頭通り

←　明大前駅方 代田橋駅方　→

オーバーハング型
のせん光灯

遮断かん

上り線

下り線

列車進行方向－
 
9
 
－

本件踏切

通常のせん光灯

カーブ入口付近の見通し状況

踏切遮断機

カーブ出口付近の見通し状況

本件踏切

建物

乗用車の
進入方向

（乗用車）

道路標識



写真１　本件踏切の状況

写真２　列車からの本件踏切の見通し状況

踏切照明

上り線

閉
そ
く
信
号
機

特殊信号発光機

踏切動作反応灯

本件踏切
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オーバーハング型せん光灯

通常のせん光灯

- 10 -



車輪フランジによる
と見られる痕跡

写真６　まくら木上の痕跡写真５　脱線の状況

写真４　車両の損傷状況写真３　乗用車の損傷状況

１両目後台車第２軸右車輪

損傷

床下機器損傷

大破した乗用車

電
柱
損
傷
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≪参 考≫

本報告書本文中に用いる解析の結果を表す用語の取扱いについて

本報告書の本文中「３ 事実を認定した理由」に用いる解析の結果を表す用語は、

次のとおりとする。

①断定できる場合

・・・「認められる」

②断定できないが、ほぼ間違いない場合

・・・「推定される」

③可能性が高い場合

・・・「考えられる」

④可能性がある場合

・・・「可能性が考えられる」


